
 

【中小企業者】（資本金、従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす法人および個人） 

                                                              
   業種 資本金 常時使用する従業員数     
       
   製造業、建設業、運輸業、以下に掲げる以外の業種 

３億円以下 
  ３００人以下     

       
     ゴム製品製造業（タイヤ製造業等を除く）   ９００人以下     
       
   卸売業 １億円以下   １００人以下     
       
   小売業（飲食業を含む。） ５，０００万円以下    ５０人以下     
       
   サービス業 ５，０００万円以下   １００人以下     
       
   ソフトウェア業、情報サービス業 ３億円以下   ３００人以下     
       
   旅館業 ５，０００万円以下   ２００人以下     
       
   医療法人等 －     ３００人以下     
       
                                                                

 

      【対象とならない業種】 

農林漁業、金融保険業（保険媒介代理業を除く）、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体（ＮＰＯ等）など 

 


